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本報告書の調査は、大阪航空株式会社所属JA4277他５件の航空事故に関

し、航空・鉄道事故調査委員会設置法及び国際民間航空条約第１３附属書
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航空事故調査報告書

所 属 中日本航空株式会社

型 式 アエロスパシアル式ＡＳ３５５Ｆ１型（回転翼航空機）

登録記号 ＪＡ９９１０

発生日時 平成１６年３月７日 ０９時５３分ごろ

発生場所 長野県木曽郡南木曽町
な ぎ そ

平成１７年 ３ 月 ９ 日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 楠 木 行 雄

委 員 加 藤 晋

委 員 松 浦 純 雄

委 員 垣 本 由紀子

委 員 松 尾 亜紀子

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

中日本航空株式会社所属アエロスパシアル式ＡＳ３５５Ｆ１型ＪＡ９９１０は、平

成１６年３月７日（日 、長野県木曽郡南木曽町の国道１９号線で発生した交通事故）

の報道取材のため、長野市の長野臨時場外離着陸場を離陸し、南木曽町へ向けて飛行

中、０９時５３分ごろ、長野県木曽郡南木曽町読書で送電線に接触して墜落した。
よみかき

同機には、機長ほか同乗者３名、計４名が搭乗していたが、全員死亡した。

同機は大破し、火災が発生した。

１.２ 航空事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１６年３月７日、本事故の調査を担当する主

管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。
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1.2.2 外国の代表、顧問

同機の設計・製造国であるフランス共和国に事故発生の通知をしたが、その代表

等の指名はなかった。

1.2.3 調査の実施時期

平成１６年３月７日～１０日 現場調査及び口述聴取

平成１６年３月２３日～２５日 口述聴取及び送電線調査

1.2.4 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

中日本航空株式会社（以下「同社」という ）所属アエロスパシアル式ＡＳ３５５。

Ｆ１型ＪＡ９９１０（以下「同機」という ）は、平成１６年３月７日、午前７時ご。

ろ長野県木曽郡南木曽町内の国道１９号線上で発生した交通事故の報道取材のため、

長野臨時場外離着陸場（以下「長野場外」という ）を離陸し、長野シティ場外離着。

陸場（以下「シティ場外」という ）で記者１名とカメラマン１名を搭乗させ、松本。

経由で南木曽において取材した後、長野場外へ帰投する予定であった。

整備記録によれば、同機は長野場外において、整備士により飛行前点検を受けたが、

異常は認められなかった。

東京空港事務所に通報された飛行計画の概要は、次のとおりであった。

飛行方式：有視界飛行方式、出発地：長野場外、移動開始時刻：０９時０５分、

巡航速度：１００kt、巡航高度：ＶＦＲ、経路：松本～南木曽、目的地：長野

場外、所要時間：２時間１０分、持久時間で表された燃料搭載量：２時間３０

分、搭乗者数：４名

事故に至るまでの飛行の経過は、長野場外に隣接する同社の長野運航所（以下「長

野運航所」という ）の所員の口述及び調査の結果によると、概略次のとおりであっ。

た。

事故当日、０８時３０分ごろ、放送会社から長野運航所に対し、取材飛行の依

頼があったときには、機長及び整備士は、まだ出社していなかった。２人の出社

は０８時４０分ごろであった。出社後、機長は、当該所員の協力を得て気象状況
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の確認を行い、更に１万分の１の道路地図による取材現場の確認を行った。以前、

機長と送電線の場所を記入した地図を眺めながら、南木曽付近は危ない場所だと

話したことがあった。事故当日、機長は道路地図を持って行ったが、送電線の場

所を記入した地図のコピーを持って行ったかどうかは分からなかった。機長は、

飛行計画の作成等を行った後、０８時５５分ごろ同機に向かった。

また、整備士は機長と地図上で取材現場を確認した後、飛行前点検を行った。

機長及び整備士は、同機に搭乗し、０９時０７分に長野場外を離陸後、北西約

。８.５kmにあるシティ場外に着陸した。そこで記者及びカメラマンを搭乗させた

長野運航所においては、飛行計画の通報に関する考え方は、長野場外からシティ

場外までは半径９km以内であり、フライト・プランは必要ないと解釈し、長野場

外から２名で出発し、シティ場外では搭乗者が更に２名増加することについて記

載の必要はないものと判断していた。機長から、「シティ場外の離陸時刻が、

０９時１５分である」とカンパニー無線で長野運航所に通報があった。０９時

２１分、長野運航所に対し「麻績村付近（長野市の南西約２５㎞）を飛行中で、
お み

これから無線が通じなくなる」と通報があった。

その後、同機は、交通事故現場（ＪＲ中央本線十二兼駅と南木曽駅のほぼ中間点）
じゅうにかね

の北方約９００ｍの南木曽町読書で、中部電力株式会社（以下「中部電力」とい

う。）の送電線に接触（以下、接触箇所を「接触地点」という。）した。同機のメイン・

ローター・ブレード（以下「ＭＲＢ」という ）及びメイン・ギヤ・ボックス（以下。

「ＭＧＢ」という ）は、胴体から分離して国道１９号線の交通事故によって生じた。

渋滞中の車列の間に落下し、また、胴体部分は木曽川左岸の河川敷に墜落（以下、胴

体墜落地点を「墜落地点」という ）後、炎上した。。

同機の事故直前の飛行を目撃した者、送電線との接触及び墜落を目撃した者の口述

は、次のとおりであった。

(1) 接触地点から北へ約８km地点の大桑駅付近にいた目撃者Ａ

１０時前に大桑駅付近で、南木曽方面に向けて木曽川の上を水平飛行するヘ

リコプターを見た。周辺の山の高さとの比較から、そのときの高度は対地

２５０～３００ｍだったと思う。ヘリコプターを目撃したころには、大桑付近

では交通事故による渋滞は、発生していなかった。その後、南木曽方面に走行

したら、十二兼付近（交通事故現場から北へ約２.５km）で渋滞に入った。

(2) 接触地点から北西へ約９００ｍの地点にいた目撃者Ｂ

１０時前ごろ、北の方向からヘリコプターが飛んできて「あの高度は低いな

あ、送電線があるのになあ」と思っていたら、そのまま送電線にぶつかって、

ローター部分と胴体部分に分離して別々の方向に落ちていった。その後、墜落

地点と思われるところから黒い煙が上がった。ヘリコプターの高度は送電線と
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同じ高さで、水平飛行していた。ヘリコプターがこの辺を通過するときは、通

常、山の稜線よりも高い所を飛行するが、今回は低かった。当時の天候は、曇

りで少し晴れ間もあった。風はなく、１０kmくらい先が見える状態で、地面に

は雪が残っていた。

事故発生地点は、南木曽町読書付近の木曽川を挟んで東西に設置された鉄塔に張ら

れた送電線で、東側の鉄塔から約３１４～３１７ｍの間、国道上からの高さ約１５２

ｍの地点であり、中部電力の松本給電制御所で記録された送電線の切断時刻から事故

発生時刻は、０９時５３分ごろであった。

（付図１、２及び写真１、２参照）

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

機長及び同乗者３名、計４名全員が死亡した。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

2.3.1 損壊の程度

大 破

2.3.2 航空機各部の損壊の状況

ＭＲＢ 破損

ＭＧＢ 破断

テール部 破損

胴体及びその他の部分 焼損

２.４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

送電線 １本切断、１本素線切れ

車両運搬車 右後方テールランプ等が損傷

ガードレール及び路面 損傷

２.５ 航空機乗組員等に関する情報

機 長 男性 ５３歳

事業用操縦士技能証明書（回転翼航空機） 昭和５２年 ５ 月２７日

限定事項 陸上多発タービン機 平成 ９ 年１１月 ４ 日

第１種航空身体検査証明書

有効期限 平成１７年 ２ 月２７日

総飛行時間 ５,５５９時間２７分
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最近３０日間の飛行時間 ７時間００分

同型式機による飛行時間 ７９時間２９分

最近３０日間の飛行時間 ７時間００分

２.６ 航空機に関する情報

2.6.1 航空機

型 式 アエロスパシアル式ＡＳ３５５Ｆ１型

製 造 番 号 ５００５

製造年月日 昭和５７年 ４ 月１９日

耐空証明書 第大－１５－１６１号

有効期限 平成１６年 ６ 月１８日

耐空類別 回転翼航空機 普通Ｎ又は特殊航空機Ｘ

総飛行時間 ２,０９６時間４１分

定期点検 後の飛行時間 ６２時間０９分（２,５００時間／４年、平成１５年６月３日実施）

(付図３参照）

2.6.2 エンジン

Ｎｏ.１ Ｎｏ.２

型 式 アリソン式２５０－Ｃ２０Ｆ型 アリソン式２５０－Ｃ２０Ｆ型

製 造 番 号 第ＣＡＥ－８４０７９０号 第ＣＡＥ－８４０９０６号

製造年月日 昭和５７年１１月１日 昭和５９年８月２６日

総使用時間 ３,８９０時間０１分 ２,４３７時間５４分

2.6.3 重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は４,８６５lb、重心位置は１２９.８９inと推算され、い

ずれも許容範囲（最大重量５,２９１lb、事故時の重量に対する重心範囲は、

１２６～１３８.５in）内にあったものと推定される。

2.6.4 燃料及び潤滑油

燃料は航空燃料ジェットＡ－１、潤滑油はターボ・オイル２３８０であった。

２.７ 気象に関する情報

墜落地点の南約３.５kmに位置する長野地方気象台南木曽地域気象観測所の事故関

連時間帯の観測値は、次のとおりであった。

09時00分 風向 無風、風速 ０.０m/s、気温 －１.８℃、日照時間 ０.２時
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間、降水量 ０.０mm

10時00分 風向 無風、風速 ０.０m/s、気温 ０.４℃、日照時間 ０.８時間、

降水量 ０.０mm

２.８ 通信に関する情報

同機は、松本空港の飛行場対空通信局との交信は実施していなかった。長野運航所

とはカンパニー無線で交信を実施しており、最後の連絡は０９時２１分であった。

２.９ 事故現場及び残がいに関する情報

2.9.1 事故現場の状況

墜落地点は、国道１９号線沿いの木曽川左岸の河川敷で標高は約４３０ｍであっ

た。

エンジン及び胴体部は焼損が激しく、エンジンの状態及び操縦装置の状況につい

ては確認することができなかった。焼損した胴体の周辺には、カメラ防振装置、ビ

デオ・カメラ及び機体の部品が散乱していた。墜落地点から北約３５ｍの国道１９

号線上には、ＭＲＢ及びＭＧＢが、胴体から分離して落下しており、その北約

１００～２００ｍの国道沿いの地域にはエンジン・カウリング等が散乱していた。

同機が接触した送電線は、木曽川を挟んだ東側の鉄塔と西側の鉄塔の間に張られ

ていた。東側の鉄塔は、鉄塔高が約３５ｍで山の中腹標高約６４０ｍに、西側の鉄

塔は、鉄塔高が約３３ｍで山の中腹標高約６０５ｍに設置されていた。両鉄塔間の

送電線の長さは約７０６ｍであった。

両鉄塔間には、高圧送電線３本とアース線１本の合計４本が張られていた。最下

部に水平に送電線２本（間隔１２ｍ）が張られており、その上約７ｍのところに送

電線１本が張られていた。さらに、約５.５ｍ上の最上部にアース線が国道からの

高さ約１６５ｍに１本張られていた。

接触地点である最下部の２本の送電線のうち北側の１本は、東側の鉄塔から約

） 、３１７ｍの箇所にＭＲＢ（青 （青：2.13.2参照、以下同様）の赤色塗料が付着し

素線切れを起こしていた。また、南側の１本は、東側の鉄塔から約３１４ｍの箇所

で切断されていた。接触地点は国道からの高さ約１５２ｍ（墜落地点における事故

機の胴体位置との高度差は約１６０ｍ、水平距離は約２５０ｍ）であった。

（付図２参照）

2.9.2 損壊の細部状況

主な部分の損壊状況は、次のとおりであった。

、(1) ＭＲＢ（青）は、先端から約１.１ｍに送電線が接触した損傷箇所があり
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更にそこから先端へ約０.３ｍにわたり、送電線の素線による擦過条痕があ

、った。また、ＭＲＢ（黄）は、取付部から約１ｍの箇所が送電線と接触し

、折損していた。さらに、すべてのブレードのハブ取付部が破損していたが

ＭＲＢ（赤）は送電線との接触による損傷はなかった。

(2) ＭＧＢは、機体への取付部が破断し、ギヤボックス・ケースが割れ３つ

の部分に分散していた。マストには送電線に接触した痕跡はなかった。

(3) 胴体及びエンジンは、焼損していた。

(4) テールブームは胴体と分離し、焼損はなかった。

（写真３、４参照）

２.１０ 医学に関する情報

長野県木曽警察署からの情報によれば、３月７日、木曽警察署で４名の検視が実施

された。

２.１１ 火災及び消防に関する情報

木曽広域消防本部は、３月７日０９時５９分、木曽警察署から「国道１９号線

１０５.９キロポスト付近の河川敷にヘリコプターが墜落して炎上している模様」と

の連絡を受け、１０時００分に救急車、消防車等計７車両及び消防職員１９名を墜落

地点へ派遣した。派遣された消防隊は、同２１～３４分に現場に到着し、炎上中のヘ

リコプターの消火活動を実施した。同４１分に火災は鎮火し、消火活動を終了した。

２.１２ 人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報

墜落地点で、木曽広域消防本部の消防隊及び交通事故現場で実況検分を実施してい

た警察官が、機長、整備士及び記者の３名の遺体を発見した。カメラマンは、同機の

胴体から南に約１５ｍ離れた地点で、カメラ防振装置とともに遺体が発見された。

２.１３ その他必要な事項

2.13.1 事故後、墜落地点上空を飛行した他のヘリコプターの操縦士によれば、鉄

塔及び送電線の見え方は、次のとおりであった。

同機の事故発生約３０分後に墜落地点付近を飛行したが、山腹の植生は針葉

樹と落葉した広葉樹とが混ざった状態であり、前日降った雪が残っていた。鉄

塔及び送電線の色は灰色で、背景に溶け込んでおり、意識して見ないと双方と

も発見が非常に難しい状況であった。

2.13.2 同機の性能及びＭＲＢ
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同機の飛行規程によると、巡航速度は１００kt、超過禁止速度は１５０ktであっ

た。

同機のＭＲＢは３枚で、青・赤・黄と識別されている。ＭＲＢの回転方向は、同

機を上から見て時計方向に回転する。

2.13.3 同社の社内規定について

同社の社内規定「報道取材実施要領」には 「２．報道Ｓ／Ｂ の心構え」、 （注１）

及び「３．航空取材の種類とその特徴」が記述されており、関係部分の抜粋は以下

のとおりであった。

２．報道Ｓ／Ｂの心構え

(2) 普段より緊急取材用の準備を

報道取材においても準備が成功のほとんどを占める。

② その他、取材関連の準備把握

各社ニュース時間帯、日出・日没時間、月齢、場外着陸場、管制圏、特

別管制区、グライダー滑空場、民間飛行場、危険な送電線、索道、天候Ｃ

／Ｋ 場所など。（注２）

(5) 相互協力に努める。

② パイロットは、ウェザーＣ／Ｋ、フライトプランのファイル、情報収集、

地図上での現場確認等の協力をする。

③ 機長の権限と責任及び見張りの人の役目（別添７）を相互に理解してチ

ームワークのとれた飛行に心がける。

④ 報道Ｓ／Ｂパイロット及び見張り担当Ｐ は、報道専用電話にある（注３）

机等で交互にＳ／Ｂして緊急取材に対応する。

(6) カメラマンとのコミュニケーションに努める。

(7) 最低安全高度の遵守は勿論、周辺の環境（安全と騒音）に配慮した撮影

高度に心がける。

３．航空取材の種類とその特徴

取材の種類により、対応と飛行方法を前もってイメージしておく。

「陸上の事件及び墜落現場 ：パトカー、消防車、救急車から現場を探す。」

（以下略）

また 「報道取材実施要領」の「別添７」には 「見張り実施要領」が定められ、そ、 、

の概要は以下のとおりであった。

１．見張りの範囲

座席より見える全ての範囲で、特に機長の見えにくい範囲が大切。

＊機長に通報するときは他のクルーと重複しても良い。又、一度通報した機
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体に対し安全圏になる（危険エリアを脱する）まで何度も通報すべきであ

る。

（機長の死角：機体の後方、コーパイ席側、機体の真上、真下）

２．見張りの役目

(1) 他部署の方

① スポンサーを機体まで安全に誘導する事

② 整備のライセンサーは、機体の異常に気を配ってもらいたい。

③ 機長に対する支援をお願いしたい。

ア、見張りがメイン（目と耳の見張り）

イ、機長に現場等の地図を見せてやる。

ウ、携帯電話での連絡

④ その他、機長の指示に従う。

(2) ヘリコプター運航部乗員

① 原則として、担当パイロットの指示に従う （上記の(1)の①と③に。

下記の件を追加）

② クルーは運命共同体

機長のミスは見張りのミスという認識をもって、下記のような場合に

機長に提言し、支援していく。

ア、機体の異常（コーションの点灯、異音、異臭、等）

イ、障害物の発見（他機はもちろん、索道、送電線、鳥、等）

ウ、目だけでなく、耳の見張りによる異常入手（管制との交信情報、

機体間の交信情報）

（以下略）

（注１ 「Ｓ／Ｂ」とは、スタンバイのことである。）

（注２ 「Ｃ／Ｋ」とは、チェックのことである。）

（注３ 「担当Ｐ」とは、担当パイロットのことである。）

2.13.4 操縦者の見張り義務

航空法における操縦者の見張り義務に関する規定は、次のとおりである。

航空法第７１条の２（操縦者の見張り義務 （抜粋））

航空機の操縦を行っている者は、航空機の航行中は、当該航空機外の物件を視認

できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないよ

うに見張りをしなければならない。

2.13.5 航空障害標識の関係法令
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航空法における航空障害標識（航空障害灯及び昼間障害標識の総称。以下同

じ ）に関する規定は、次のとおりである。。

(1) 航空法第５１条第１項（航空障害灯）

地表又は水面から６０ｍ以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定

めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、

国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

(2) 航空法第５１条の２第１項（昼間障害標識）

昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その

他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から６０ｍ以上の高さのもの

の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識

を設置しなければならない。

(3) 航空法施行規則第１３２条の２第１項（昼間障害標識設置物件）

法第５１条の２第１項の規定により昼間障害標識を設置しなければならな

い物件は、次に掲げるもの（国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要が

ないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置す

るものを除く ）とする。。

３ 架空線及び繋留気球（その支線を含む （抜粋））

(4) 航空法施行規則第２３８条（届出）

次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなっ

たときには、遅滞なく（中略）同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所

その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならな

い。

（抜粋）

届出義務者 届出を行う場合 付記事項

７ 航空障害灯の 法第５１条第１項又は第 １ 設置した期日

設置者 ２項の規定により航空障 ２ 設置した物件の所在地

害灯を設置した場合 並びにその緯度及び経

度

３ 設置した物件の種類、

高さ及び海抜高

４ 設置位置、種類及び数

量を記入した図面

９ 昼間障害標識 法第５１条の２第１項の １ 設置した期日

の設置者 規定により昼間障害標識 ２ 設置した物件の所在地

を設置した場合 並びにその緯度及び経
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度

３ 設置した物件の種類、

高さ及び海抜高

４ 設置の方法を記入した

図面

(5) 航空障害灯及び昼間障害標識の設置免除の事務処理基準

昭和４３年１０月２３日制定（空航第３８７号 、平成１５年１２月２２）

日一部変更（国空航第９３０号、国空保第３９７号 （別添参照））

2.13.6 航空障害標識について

同機が接触した送電線は、それ自体で１つの物件であって国道からの高さが約

１５２ｍあり、航空法第５１条第１項及び第５１条の２第１項の航空障害標識を設

置しないことについて国土交通大臣が許可又は承認しない限り、航空障害標識を設

置しなければならない物件に該当していたが、航空障害標識は設置されていなかっ

た。

また、中部電力は、送電線の地表面からの高さについては、線下の地形で千差万

別であって高さが特定しにくいが、送電線は必ず鉄塔の下になり、鉄塔と一連の物

件であると考えていた。航空機から視認しやすいのは鉄塔であり、鉄塔が６０ｍ以

上の場合に、鉄塔に航空障害標識を設置するかどうかの判断をしていた。

なお、航空局の調査によれば、昼間障害標識が設置されている送電線は全国で３

ヶ所であり、航空障害灯が設置されている送電線は皆無であった。昼間障害標識に

ついては、設置基準が定められているが、送電線の航空障害灯については、設置基

準が具体的に設定されていない。

2.13.7 同社の送電線等把握に関する指導及び機長の経験

同社は、乗員に対し、航空区分図及び送電線の場所を記入した地図を利用して経

路上の峠等の危険な箇所の周知を行っていたが、飛行に際し、送電線の場所を記入

した地図を携行するようには指導していなかった。

機長は、平成１５年４月に同社に採用されるまで、他社において長野県内の空輸、

物輸及び農薬散布の経験もあり、更に取材飛行の交替要員として乗務した経験もあ

った。
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３ 事実を認定した理由

３.１ 乗務員等の資格等

機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有していた。

３.２ 航空機の耐空証明書等

同機は、有効な耐空証明を有しており、所定の整備及び点検が行われていた。同機

は、事故発生までは、機体及びエンジンに異常はなかったものと推定される。

３.３ 気象との関連

事故当時の気象状態は、曇りであった。しかし、視程が１０㎞程度あり、時々日照

がある状態であったことから、操縦自体に影響を及ぼすものではなかったと考えられ

る。

３.４ 運航準備

2.13.3に記述したように、同社の社内規定の「報道Ｓ／Ｂの心構え」の中に、緊急

取材の普段の準備として、危険な送電線や索道の場所等を把握するよう記述されてい

る。長野運航所においては、長野県内の送電線の場所を記入した地図を入手していた

が、事故当時、長野運航所の所員の口述から、機長が、そのコピーを持って行ったか

どうかは確認できず、携行した縮尺１万分の１道路地図には送電線の場所は記載され

ていなかった。２.１に述べたとおり、機長は、０８時４０分ごろに出社し、長野運

航所を出たのが０８時５５分であり、出社後の約１５分が運航準備に使用できた時間

と考えられる。その間に、機長は、交通事故現場の確認、長野場外から交通事故現場

までの飛行計画の作成、関係する地点の気象状況の確認については実施したと考えら

れるが、運航準備に要した時間が短く、取材現場付近の送電線の場所の把握が確実で

なかったものと推定される。

報道取材飛行では、飛行依頼があってから離陸までの時間が短く、運航準備に時間

が取れないことが多い。このため、同社は、乗員が普段から緊急取材のための資料の

準備を行い、送電線等の場所を記入した地図を携行するなど、送電線等の障害物の場

所を確実に把握するよう指導の徹底を図る必要があったものと考えられる。

３.５ 飛行計画の作成

機長は、当日、長野場外を整備士と２名で出発し、シティ場外でいったん着陸して

記者とカメラマンを搭乗させ、その後南木曽まで飛行し、取材を行った後、長野場外
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へ帰投する予定であった。

しかしながら、２.１に記述した飛行計画の概要によれば、出発地の長野場外から

搭乗者数４名で、南木曽まで飛行し、出発地の長野場外へ帰投する飛行計画となって

いた。これは、長野運航所における飛行計画の通報に関する考え方に基いて搭乗者数

を記載したことによるものと考えられる。しかしながら、飛行計画の内容については、

航空法第９７条第２項及び同法施行規則第２０３条の規定に基づき飛行経路及び搭乗

者数について正確に記載すべきであった。

３.６ 外部監視の徹底

(1） 操縦者の見張り義務

2.13.4に記述したように、機長は、その他の物件と衝突しないように見張り

をしなければならないと規定されている。事故当時の気象状態は、視程が１０

km程度あり、機長の操縦自体には影響を及ぼすものではなかったこと及び木曽

川を横断する送電線が多く存在することを考慮すれば、取材現場付近で木曽川

沿いに同機の高度を下げた際には、機長は、厳重に機外の見張りを行うべきで

あったものと推定される。

(2) 見張りの強化

2.13.3に記述したように、搭乗者の見張りの役目については 「報道取材実、

施要領」の「別添７」に「見張り実施要領」が定められており、同要領におい

ては、同機の整備士は「他部署の方」に該当し、事故当時、整備士の役目は、

機長に対する支援として主に目と耳による見張り及び機長へ現場等の地図を見

せることであったと推定される。

一方 「ヘリコプター運航部乗員」は 「索道、送電線等」の障害物の発見に、 、

努め、クルーは運命共同体であるとの認識の下に機長を支援することとされて

いる。

報道取材飛行において低空飛行を行う場合には、見張りの役目は非常に重要

であるにもかかわらず、同要領には、整備士に対しては、他機の飛行状況、

「索道、送電線等」を発見することを役目とすることが明確に記述されていな

かった。このことから 「見張り実施要領」の「他部署の方」の役目としても、

「ヘリコプター運航部乗員」と同様に 「索道、送電線等」の障害物の発見に、

努めるよう要領を改正する必要がある。

３.７ シティ場外から接触地点までの飛行

同機は、シティ場外に０９時１２分着陸し、記者とカメラマンを搭乗させて同１５

分に離陸した。そこから交通事故現場までは、時間を短縮するため、同機はなるべく
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最短距離となるような経路を選定して飛行したものと推定される。飛行距離は、シテ

ィ場外から南西に針路を取り、麻績村、松本、塩尻を経由し、その後は木曽川沿いに

飛行した場合、シティ場外から約７０nm(１３０㎞)である。

事故発生時刻は、０９時５３分ごろであり、３８分で約７０nmを飛行したとすると、

同機の平均巡航速度は約１１０ktであったものと推定される。

また、同機は２.１に記述した交信状況から、麻績村（高度約３,０００ft）を経由

して松本盆地に出た後は、鳥居峠（高度約４,０００ft）を越えてほぼ木曽川沿いに

飛行したものと考えられる。さらに、目撃者の口述から同機は接触地点の北約８kmの

大桑駅付近では、既に山の稜線より低い高度に降下し、木曽川沿いに飛行をしていた

ものと考えられ、そのときの対地高度は、２５０～３００ｍであったものと推定され

る。

交通事故による交通渋滞は、目撃者の口述から、国道１９号線の十二兼付近（交通

事故現場から北約２.５km）から始まっていたものと考えられ、２.１２に述べたとお

り、カメラマンがカメラ防振装置とともに発見されたことから、カメラマンは機内か

ら交通渋滞を確認後、カメラ防振装置の座席に着座して取材準備を始めたものと考え

られる。同機は、接触地点の北約９００ｍ付近では、送電線と同高度程度の対地高度

１５０ｍ（５００ft）以上で、ほぼ水平飛行を行っていたものと推定される。

３.８ 送電線に接触した状況

同機は柿其橋付近で左旋回を終了し、前方約１.７kmに見える警察車両（パトカ
かきぞればし

ー）等から交通事故現場を確認し、そのまま交通事故現場に向け直進しようとしたが、

交通事故現場の約９００ｍ手前に存在した送電線に気付かず、接触したものと推定さ

れる。また、機長が送電線に気付かなかったことについては、2.13.1及び３.３で述

べたとおり、当時、天気は曇りで、灰色の鉄塔と送電線が山腹の背景に溶け込んでい

たため、発見が難しい状況であったことによると推定される。

同機は、最初にＭＲＢ（青）で北側に位置する送電線と接触し、続いてＭＲＢ

（黄）で南側の送電線を切断した際、急減速したものと推定される。この間、ＭＲＢ

（赤）は、接触した痕跡がなかったことから、いずれの送電線とも接触しなかったも

のと推定される。

目撃者の口述から、同機は送電線に接触するまで、水平飛行を行っていたことから、

機長による回避操作は行われなかったものと推定される。

また、目撃者は、事故発生地点付近を飛行するヘリコプターは、送電線があるため

に、通常、山の稜線より高いところを飛行していると述べていた。さらに、長野運航

所の所員の口述から、機長と南木曽付近は送電線があって危ない場所であると話した

ことがあり、同社も送電線の場所を記入した地図を利用して経路上の危険な箇所の周
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知を行っていたことから、機長は、読書付近に送電線が存在していることについては

ある程度認識はしていたものの、取材飛行を優先して高度を下げた可能性が考えられ

る。

３.９ 送電線への航空障害標識の設置

2.13.5に述べたように、地表又は水面から６０ｍ以上の高さの物件の設置者は当該

物件に航空障害標識を設置しないことについて国土交通大臣が許可又は承認しない限

り、航空障害標識を設置しなければならないと定められている。2.13.6に述べたよう

に、中部電力の送電線の航空障害標識設置の考え方は、鉄塔と送電線は一連の物件で

あると考え、鉄塔が６０ｍ以上かどうかにより、鉄塔の航空障害標識の設置の必要性

を判断するというものであった。

しかしながら、送電線はそれ自体が１つの物件であり、同機が接触した送電線の接

触地点は、国道からの高さが約１５２ｍ、最上部のアース線までは高さ約１６５ｍで

あったが、2.13.6に記述したように、航空障害標識は設置されていなかった。当該送

電線は航空障害標識が設置されていれば送電線の発見がしやすかったものと推定され

る。

また、2.13.6に記述したように、航空障害灯が設置されている送電線は皆無であり、

送電線用航空障害灯の設置基準が具体的に設定されておらず、また取付及び保守が容

易である等の実用的な航空障害灯が存在しない。今後、昼夜及び悪天候下を飛行中の

航空機からも送電線の発見がより容易となるよう、実用的な航空障害灯の開発を含め、

航空障害標識等の研究及び技術開発を行うことが必要である。

３.１０ 航空障害標識設置の徹底

2.13.5(4)に述べたように、航空障害標識を設置した場合は、遅滞なく国土交通大

臣に届け出なければならないと定められている。また、2.13.5(1)、(3)及び(5)に述

べたように、国土交通大臣が航空障害標識を設置しないことを許可又は承認すると定

められている。これらから、設置しないことを許可若しくは承認を受けるための申請

が提出された場合又は航空障害標識が設置され届出があった場合を除き、地方航空局

は航空障害標識が免除されるべき送電線及び設置されるべき送電線の実態を確実には

把握できなかったものと推定される。

また、2.13.6に述べたように、全国で送電線に昼間障害標識が設置されているのは

３ヶ所のみで、地表又は水面から６０ｍ以上の高さの送電線で、航空障害標識の未設

置の物件は、航空障害標識の設置免除対象を除いても相当数存在するものと推定され

る。

このため、国土交通省航空局は、航空法に定められた航空障害標識が未設置の送電
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線については、速やかに航空障害標識が設置されるよう設置の要否を明確にするとと

もに、設置が必要と認められる送電線には、当該設置管理者への指導の徹底を含め、

所要の措置を講じる必要がある。

さらに、送電線の設置状況について今後とも的確に把握し、適切な措置を講じるこ

とができるような仕組みを整備する必要がある。

４ 原 因

本事故は、同機が、交通事故現場へ報道取材に向かい飛行中、送電線の存在に気付

かなかったため、送電線に接触し、機体を損傷して操縦不能となり、河川敷に墜落し

て機体が大破するとともに、搭乗者が死亡したことによるものと推定される。

同機の機長が、送電線の存在に気付かなかったことについては、次に掲げる要因が

関与したものと推定される。

(1) 送電線に航空障害標識が設置されていなかったため、鉄塔及び送電線が背景に

溶け込み、それらの発見が難しかったこと

(2) 取材現場付近の送電線の場所を確実に把握していなかったこと

(3) 取材現場付近において高度を下げた際、機外の見張りが十分でなかったこと

５ 所 見

５.１ 送電線への航空障害標識の設置に係る指導の強化

航空法第５１条第１項及び第５１条の２第１項では、国土交通大臣が航空障害標識

を設置する必要がないと認めない限り、地表又は水面から６０ｍ以上の物件には、航

空法で定めた航空障害標識を設置しなければならないとされている。本事故において

は、当該送電線の高さは地表から１５０ｍ以上あったが、航空障害標識が設置されて

いなかった。

したがって、同種事故の再発防止を図るためには、航空法に定められた航空障害標

識の設置の徹底を図ることが重要である。国土交通省航空局は、当該設置の徹底を図

るため、以下の対策を講じた上、送電線の設置管理者に対して航空障害標識の設置に

ついて指導の強化を図る必要がある。

(1) 航空障害標識の設置の要否に関する基準を明確に示すこと

(2) 送電線の設置状況について今後とも的確に把握し、適切な措置を講じること
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ができるような仕組みを整備すること

５.２ 航空障害標識の設置義務

全国では、地表又は水面から６０ｍ以上の高さの送電線で、航空障害標識が未設置

の物件が相当数存在することから、送電線の設置管理者は、送電線それ自体が１つの

物件であることを正しく理解して所要の航空障害標識を設置することとし、事故の再

発防止のため、該当する送電線には、速やかに措置する必要がある。

５.３ 航空障害標識等の研究及び技術開発

現在、我が国では、送電線に直接設置する航空障害灯に関して、設置基準が具体的

に定められていない。今後、昼夜及び悪天候下を飛行中の航空機からも送電線の発見

がより容易となるよう、取付及び保守が容易である等の実用的な航空障害灯の開発を

含め、航空障害標識等の研究及び技術開発を行うことが必要である。

５.４ 運航準備の徹底

報道取材飛行では、飛行依頼があってから離陸までの時間が短く、運航準備に時間

が取れないことが多い。このため、報道取材飛行を実施する航空機の運航者は、運航

乗務員が普段から事前に緊急取材のための資料の準備を行い、送電線等の場所を記入

した地図を携行するなど、飛行経路上の送電線等の障害物を確実に把握するよう指導

の徹底を図る必要がある。

５.５ 外部監視の徹底

報道取材飛行において低空飛行を行う場合には、操縦者は、事前に取材現場付近の

障害物の状況を確実に把握し、障害物と衝突しないように厳重に見張りを行うことは

もちろんのこと、同乗者も見張りを役目とし、送電線等の障害物の発見に努めること

により操縦者に対する支援を行う必要がある。

６ 参考事項

６.１ 本事故後、国土交通省が実施した措置

6.1.1 送電線等に係る航空障害標識の設置等について

国土交通省航空局は、本事故に鑑み、航空機の航行の安全を早急に確保する観点

から、平成１６年３月２６日付け文書で地方航空局に対して、各送電線等の設置管
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理者を、下記の事項について指導するよう求めた。

(1) 地表又は水面からの高さが１５０ｍ以上となる送電線等であって、鉄道、

高速自動車国道、主な一般国道、主要な河川本流（源流部を除く （以下。）

「鉄道等」という ）を横断するものにあっては、各送電線等の設置管理者。

に、少なくとも昼間障害標識を速やかに設置するよう指導し、当該物件への

設置計画を５月末までに報告すること

(2) 各送電線等の設置管理者に、６０ｍ以上の高さの送電線等の設置状況の報

告を求め、そのうち地表又は水面からの高さが１５０ｍ以上の送電線等であ

って、鉄道等を横断するものについて、最優先に調査の上、４月１５日まで

に報告すること

6.1.2 送電線等の障害物との接触防止について

国土交通省航空局は、事故の再発防止の観点から、平成１６年３月２６日付け文

書で運航者に対し、地表又は水面から６０ｍ以上の高さの送電線は、原則として航

空障害灯及び昼間障害標識の設置が必要であるが、設置されていない送電線がある

ことが判明しているため、最低安全高度以下での飛行の有無にかかわらず、可能な

限り事前に送電線等の位置を把握するとともに、飛行中も送電線等の障害物から十

分な距離を保ち、厳重な見張りを行うよう周知した。

6.1.3 送電線等に係る航空障害物件の情報提供について

国土交通省航空局は、航空の安全確保の観点から、平成１６年４月２１日付け文

書で各電力会社等に対して運航者が飛行計画を策定するに当たり、飛行経路に山間

部の谷間等がある場合に、送電線等の航空障害物件情報（位置、高さ等）を入手で

きるよう協力を求めた。

国土交通省航空局は、同年５月１７日付け文書で運航者に対して、各電力会社等

が上記の協力要請を受けて送電線等に係る航空障害物件の情報提供窓口を設置した

ことを周知した。

6.1.4 送電線等の調査結果と今後の航空安全対策について

国土交通省航空局は、送電線の調査結果について各電力会社等から、合計１４０

件の報告を受けた （平成１６年５月１９日発表）。

(1) 主要鉄道、主要河川及び主要道路の上（平成１６年３月７日発生の事故に

かかわる長野県南木曽町の物件に類似）並びに主要鉄道又は高速道路の上を

横断する１５０ｍ以上の高さの送電線等・・・・・・・・・・１０件

(2) その他（上記(1)以外の鉄道、主要河川又は主要道路）の上を横断する
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１５０ｍ以上の高さの送電線等の物件・・・・・・・・・・・７０件

(3) １５０ｍ以上の高さの送電線等で免除されている物件・・・６０件

地方航空局は、上記(1)に該当する１０件の送電線等は、航空機の有視界飛行の

際の地上目標として最も使われやすい箇所を横断するものであるため、航空障害標

識の設置が緊急に必要な物件と判断し、５月末までに提出を求めた設置計画の策定

に当たり第１優先として計画するよう指導した。

また、国土交通省航空局は、上記(2)及び(3)については「送電線等の航空障害標

識のあり方検討会」を設置し、今後同検討会での審議結果を踏まえ各電力会社等に

対し、航空障害標識の設置を指導又は要請を行うこととした。

6.1.5 送電線への航空障害標識設置に関する改善方策について

国土交通省航空局は、航空障害標識を設置すべき条件及びその標示方法等につい

て検討を行うため、「送電線等の航空障害標識のあり方検討会」において、平成

１６年５月２６日から審議を開始した。同検討会は、平成１７年１月３１日までに

検討を終え、国土交通省航空局は、その検討結果を踏まえ 「送電線への航空障害、

標識設置に関する改善方策について」を取りまとめた。この改善方策に基づき、電

力会社等に対し航空障害標識が必要な送電線に航空障害標識の設置（原則として昼

間障害標識の設置を必要とする山間部の送電線は５８６件、原則として航空障害灯

及び昼間障害標識の設置を必要とする海上部の送電線は６７件）を指導することと

した。

また、平成１７年度から学識経験者、運航関係者、物件設置者及び行政当局等で

構成する常設の「航空障害標識設置調整会議（仮称 」において、次の事項につい）

て検討及び調整等を行うこととした。

(1) 今後の飛行経路の変更、パイロットからの気になる物件情報の提供に対応

した航空障害標識設置の必要性、設置方法等

(2) 今回航空障害標識を設置すべき物件として特定した送電線への航空障害標

識設置の進捗状況等

6.1.6 同社に対する事業改善命令

国土交通省大阪航空局は、平成１６年３月１１日同社に対して航空法第１３４条

による立入検査を実施し、この検査結果に基づき、同年４月２３日付け文書で同社

に対して航空法第１１２条の規定に基づき下記の事項について事業改善命令を発出

した。

(1) 運航の管理体制の改善

(2) 社内監査制度の改善
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(3) 機長の訓練、審査の改善

(4) 整備に係る管理体制の改善

６.２ 同社が実施した改善措置

同社は国土交通省大阪航空局から事業改善命令を受け、平成１６年５月２１日付け

文書で当該改善命令に従って改善措置を実施した旨を報告した。
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  写真１ 事故機 

飛行方向 

国道上に落下したメイン・ローター・ブ

レード及びギヤ・ボックス等 

メイン・ローター・

ブレードが衝突した

車両運搬車 
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 写真２ 事故現場 

写真３ 素線切れ状態の送電線 

木曽川 

河川敷に落下した胴体

中央本線 

国道 19 号線に落下したメイン・
ローター・ブレード等 
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写真４ メイン・ローター・ブレードの損傷箇所 

送電線を切断したと推定される損傷した

メイン・ローター・ブレード（黄） 

送電線と接触した痕跡及び線状痕が付いた

メイン・ローター・ブレード（青） 







≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」




